
第１章

「構造改革」で制度は変化するか

　　はじめに

　����年のアジア経済危機はグローバル化が東アジアを席巻した事件であっ

た。それは東アジアのグローバル化への対処の仕方だけではなく，そこにお

ける経営のあり方，そして統治する政府と統治される人々の間の「社会契約」

のあり方までも，根本的な変革（����������）を迫るものであった，といわれ

る（��������	
［����］）。実際，危機後のプロセスのなかで，各国は高成長の

再現を目指して抜本的な制度改革を開始した。けれども，この新たなアプ

ローチの第１段階が急激な経済回復によって報いられた，というのは本当だ

ろうか。����年以降の回復は本当に制度改革のせいなのだろうか。もっとも，

回復それ自体がいっそうの制度改革を実行する動機づけを弱め，改革の後戻

りやスローダウンを招きはしないかとの懸念も出てきている。そうであれば，

再び以前と同様な外的ショックがあったとき，それに耐えられないのではな

いかとの危惧である。いまから��年後に振り返ったときに，この経済危機を

制度改革の好機としてとらえることができたかどうかが今後の持続的成長を

占う（��������	
［����］），のであろうか。

　本章では，���プログラムに代表される「構造改革」政策が経済発展のファ

ンダメンタルズである「制度」の変革に効果的な戦略であるのかどうかを再

検討したい。経済発展の基礎として，ヒト，モノ，カネのほかに「制度」が

あることの認識は次第に広く共有されつつある�。東アジアの「奇跡」と「危



機」の背後にも制度の役割とその変化が垣間見える。東アジアの経験を軸に，

経済発展と制度の相互作用を考察することも本章の目的の一つである。グ

ローバル化という外生要因と経済発展という内生メカニズムが制度変化を促

すプロセスを考えるとき，開発戦略の有効性を増すためにどのような制度改

革がありうるのか。「構造改革」政策を材料として，本章を，この難問を考え

る出発点としたい。

　以下，次節（第１節）では，最近の発展戦略の一つの典型的な考え方を代

表するものとして���プログラムにみられる「構造調整アプローチ」を概括

して論じる。同アプローチにおける「構造改革」政策の位置づけを明らかに

した後，それが危機後の危機管理プロセス，とくに経済安定化に与えた影響

に関する賛否両論を検討する。短期的には予想以上に深刻な景気後退を経験

したものの，危機国のその後の回復には目覚ましいものがあった。第２節で

は，この景気回復が持続的成長につながるために，一連の構造改革はどのよ

うな役割を果たしうるのかを考える。持続的成長を回復するために制度が果

たす役割はどのように捉えることができるものであろうか。成長会計の枠組

みで制度の貢献を生産性成長で代表させ，大まかに量的に把握してみると，

東アジアの今後の成長に果たす構造改革の重要性はきわめて大きいことがわ

かる。現実の変化はこれに追いつけるのだろうか。

　既成の制度機能ではグローバル化に対処しきれず，制度は否応なしに適応

を迫られている�。実際，���プログラムは政府介入の縮小を強く主張してき

たが，危機後，公共部門の役割の見直し，とくにその拡大が要請されてきて

いる。第３節では，制度としての公共部門の危機的状況を明らかにし，さら

にそれだけではなく，新たな制度作りに欠かせない政府・公共部門の新たな

役割が論じられる。果たして「構造改革」はこのような必要な制度改革を促

進するのだろうか。第４節では，制度変化のメカニズムを振り返り，さまざ

まな政治経済学的文脈のなかで形成されてゆく制度に対して，構造改革，お

よびその背景にある発展メカニズムに対する洞察と理解がどの程度，その所

期の目的を果たしうるのかについて論じてみたい。最後に，むすびでは，よ
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い政策，よいガバナンスを生むようなインセンティブ・システムとしての「制

度」を作りあげることこそが開発戦略の基本であることを確認して今後の研

究の出発点としたい。

　　第１節　危機管理政策としての「構造改革」プログラム

　国際収支危機に対して，融資の条件（「コンディショナリティ」）として借入

加盟国に提示される���の経済調整プログラム，すなわち「���プログラム」

は，通常，�緊急融資，�マクロ調整政策，�構造改革，の「３点セット」

である。この点は，アジア経済危機においても変わらない。ただし，その，

おのおのの項目が今回の「標準的でない危機」に対応して適応を迫られたと

いう。まず，�についていうと，例外的な規模の公的融資パッケージが組ま

れ，東アジアの危機国への二国間・多国間を併せた公的融資は，最終的には，

総額����億ドルもの未曾有の水準に達した。次に，�の調整政策については，

標準的な危機とは異なり，財政政策自体が危機の原因ではなかったから，当

初の財政の調整幅は比較的小さかったとされる。他方，金融政策は，「不確実

性が支配し，貨幣需要が不安定な状況では量的目標を決めずに裁量の余地を

残した方がよい」という判断から，通常とは異なって，公式的な成果基準

（外貨準備，国内信用など）を拘束的に課するのではなく，政策当局の裁量的

判断で，（再ペッグなど，為替レート目標を設定することなく）為替レート安定

化のために金融引き締め政策を実施するというものであった。

　そして，ここでの関心事である，�の構造改革は，常にもまして重要な位

置を占めたとされる。というのも，金融部門・企業部門の脆弱性という危機

の根本原因に取り組まないかぎり，投資家の信認の回復も，そしてまた，金

融危機の再発防止もありえないという判断からである。実際の構造改革案は

きわめて包括的なものであった。すなわち，金融部門については，緊急融資

など短期的な措置をとる一方で，民営化・内外自由化などによって基本的な
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脆弱性に取り組む。企業部門については，企業のリストラを円滑にし，ガバ

ナンス，ディスクロージャー，会計基準を強化する。そして，またそのほか

に，貿易・資本勘定の自由化，競争政策，公営企業の民営化などでも改革を

進め，他方で，調整および改革にともなう社会的費用を最小限にするための

社会安全ネットの構築もその視野に入れる。

　けれども，このような包括的な構造改革プログラムは，それ自体が，市場

の信認を強化するどころか，かえってそれを損なうおそれがある。なぜなら，

プログラムのアナウンスメント自体によって，「危機はファンダメンタルな弱

さによって引き起こされた」という認識が広まるからだ（���������［����］）。

他方，これに加えて，改革実施上の問題点も見受けられる。危機のさなかに

金融機関のリストラや金融監督の強化を始めることには慎重でなければなら

ない。金融機関閉鎖は信認を低下させ，金融監督の強化は信用クランチを激

化させる可能性があるからだ。

　実際，���プログラムは少なくとも当初は信頼回復に成功しなかった。緩

やかな景気後退があるだろうという予想を上回って不況は深刻化した。���

の予測は，景気後退を過小評価していた点で民間予測と差はなかった。けれ

ども，民間予測と���予測の誤りが同程度であったことは���の免罪符には

なりえない。なぜなら，���の行動は民間投資家の認識に大きな影響を与え

るからである。とくに今回のような途上国の経済危機に際しては，投資家は

���の一挙手一投足をウォッチしており，���は，自身の行動に対する民間

部門投資家の反応を十分に織り込んで意思決定する必要があった。にもかか

わらず，���の行動自体が内生変数であることの認識が，少なくとも結果的

には，���には薄かった。すなわち，���プログラムは基本的に深刻な「時

間的矛盾」（����������	�	����
）をはらんでいたのである。　

　とにあれ，危機発生当初の結果は間違いなく期待はずれなものであった。

問題は，

　�　基本的戦略に誤りがあったのか，

　�　生じた問題は戦略遂行の方法にあったのか，それとも，
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　�　この種の危機では避けられないことだったのか，

である。

　���によれば，���プログラムの基本戦略に対する批判は二つの相反する

見方からきているという。一つは，基本的に，今回の危機は対外短期債務累

積による流動性危機だというものである（たとえば，������������	�
��［����］）。

これによれば，���プログラムは，投資家に対して危機国に基本的問題があ

るという印象を与えることによってパニックを増幅した。とりわけ，構造改

革は余分に危機国の調整コストを増幅した（�����������	
���
�［����］など）。

財政金融引き締めは景気後退を加速し，銀行・企業の返済不能（���������	）

への懸念を拡大することによって，信認を低下し，それがさらに通貨下落を

招いた。この見方の政策含意は，早期信認回復を最優先し，公的支援強化に

よって融資を拡大し，また�����������や資本規制によって民間資本流出に歯止

めをかける（����������	
����
�［����］）ことである。財政金融政策は当初，

経済活動水準を維持するよう，引き締めではなく，緩和基調で運営すべきで

あり，構造改革は必要なかぎりで，もっと緩やかに，かつ景気回復にあわせ

て実施すべきだということになる�。

　すでに述べたように，アジア経済危機における「構造改革」案は，きわめ

て包括的な性格のものであった。このような包括的な構造改革案に対して，

それ自身が危機後の回復を遅らせる内生的役割を果たしたのではないかとい

う根強い批判がある。これに対して，���は次のように反論する。ファンダ

メンタルな弱さは危機の直前から明らかになりつつあった。だから，危機管

理にあたっては，その解消に取り組まざるをえない，と。問題は，ではどの

ように取り組むべきかということになる。

　もう少し具体的には，金融部門改革に関する批判派の言い分は次のような

ものだ。危機の最中に金融機関のリストラや金融監督の強化を始めるのは間

違いだ。金融機関閉鎖は金融部門に対する信認を低下させ，金融監督の強化

は信用クランチを激化する。むしろ，政府は（無条件の）流動性供給を行う

べきであり，金融システムの問題は事態が沈静してから取り組めばよい，と�。
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　では，金融部門のリストラを遅らせることは現実的な選択肢なのだろうか。

���の答えはノーだ。金融機関のバランスシートの問題に取り組まないかぎ

り，無条件の流動性供給や包括的保証は巨大なモラルハザードを作りだし，

不良資産化はもっと進む。インドネシアを見よ。改革の遅れは，市場の信認

を悪化させても，改善させるとは考えられない，というのである。インドネ

シアの金融部門の崩壊は，しかしながら，改革の遅れによるのではなく，プ

ログラムによる金融機関閉鎖とそれによる銀行取り付けパニック，それを見

た内外投資家の信認喪失とそれによる為替の大幅減価が引き金を引いた。

　東アジアの金融改革の戦略は三つの柱から成るとされる。それらは，�銀

行取り付けを止め，決済機構を守り，急膨張する損失を抑制すること，�生

存可能な機関を資本強化し，支払い能力のなくなった機関をリストラし，そ

して，�規制・監督の枠組みを強化すること，である。これらの戦略が成功

するためには，すべての不良機関をカバーし，かつ，広範な政府保証によっ

て優良機関を支援することで，戦略の信頼性を確立する必要がある。また，

規制監督の改革に加えて，貸出債権の分類，貸し倒れ引当，そして必要資本

基準を強化することも必要だ。そうでないかぎり，金融機関の資本強化の効

果がないからである。もっとも，これらの変革はいずれも貸出を抑制する効

果をもつかもしれない。したがって，改革は漸進的，段階的に行う必要があ

ろう。

　このように，危機国の金融システムを健全化するのは，それ自体，時間の

かかるプロセスであるが，これはまた企業改革という，もっと厄介な改革と

密接に関係している。後者ではまた，制度的および法的な枠組みの不完全性

を改善してゆく必要がある。金融・企業改革はアジア危機国で最重要課題で

あるが，他の分野の構造改革とどのように関連づけ，また，バランスをとる

かという別の問題も無視できない。たとえば，韓国における労働市場改革は

企業改革と切り離せないし，インドネシアにおける食糧分配システムの構造

改革は経済調整政策と密接にかかわる。このように，包括的構造改革のなか

で，各分野の構造改革にどのような優先順位をつけるか，どのようなペース
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で実施に移すかなどの問題には標準的で単純な解答はない。

　　第２節　持続的成長の回復と「制度」の役割

　遅々として進まない構造改革に比べ，東アジア危機国の����年以来の景気

回復は（インドネシアを除いて）目覚ましく，東アジアは再び世界の高成長地

域の地位を回復しつつあるようにみえる。東アジアが再び高成長を遂げると

しても，それは，過去とは違ったファンダメンタルに基礎をおくものとなる

だろうか。

　１．経済成長と制度

　「東アジアの奇跡」は，高い資本蓄積率，継続的な教育投資，そして市場経

済に合致した（あるいは少なくとも矛盾しない）「制度」（������������）の結果で

あるといわれてきた。経済成長のうち，物的資本と人的資本の蓄積によって

は説明されない残余要素は，全投入要素当たりの産出物の増加という意味で

「全要素生産性」（�������������	��
������������）と呼ばれ，同生産性の上昇は

年平均で０�５～２％程度であると推計されている（図１）。計測の方法や対象

国・時期の違いによって数値に幅はあるものの，����～��年間の実績は大筋

このように要約してよいだろう。

　今後も同程度の高成長を回復するためには，これまで以上の生産性成長が

不可欠であるかもしれない。これまでのような高い物的資本蓄積や人的投資

が持続不可能かもしれないからだ。まず，物的投資率の大幅な低下が起こる

とは思われないが，これまでの蓄積による資本ストックの累積額が相当程度

にのぼることは事実であり，したがって，追加的な労働者１人当たりの資本

蓄積はこれまでほどの産出を生まないかもしれない（資本の限界生産性の逓

減）。さらに，人口動態からみてこれまでのような成長を維持するに足る労働
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投入の増加は見込めない。人的資本は，大まかにいって，労働者数と平均教

育年数から形成されるが，東アジアでは労働力参加率がすでに比較的高く，

他方でまた，教育普及率も高いから，人的投資もこれまでよりはペースが落

ちるだろう。そうだとすれば，物的投資や人的投資の質を高める以外に成長

を持続する手だてはない，ということになる。

　この点で，高い投資率や教育水準が経済成長（１人当たり所得成長）に結び

つくかどうかのカギを握っているのが「制度」であると考えられよう。所得

水準が一定の水準を超えると，貯蓄率は所得の上昇とともに低下する傾向が

ある。これは各国の経験的事実であり，すでに����年代半ば以降，東アジア

の高所得国，アジア����もこれを経験している。このような要素蓄積面での

マイナス効果を相殺しうるのは生産性成長であり，その持続を支えるのは制

度的要因であるかもしれない。問題は，これまでの制度が，これからの生産

性成長を支えうるのかどうか，そうでないとすれば，どういう改革が必要な

のか，ということになろう。そして，それが現在，さまざまな経緯で推進さ

れている改革の方向と合致するものなのかどうかも興味深い問題といえよう。
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図１　成長の要因分解（1980～95年） 
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　というのも，高成長は蓄積のみによって自動的に達成されるものではなく，

蓄積と生産性成長のためには制度面での補完性が不可欠であるからだ

（������［����］）。ただし，「奇跡」を支えてきた制度が継続的に高成長を支

える保証はどこにもない。むしろ，それらは新しい経済環境からの試練に直

面している。アジア経済危機がその端的な現れであるが，それは偶発的なも

のというよりは，グローバル化という大きな環境変化の波の一部と考えるべ

きものである。このような新しい環境への適応は，東アジアのみならず，途

上国・先進国を含む世界各国の「制度」に共通の課題である。東アジアにつ

いては，それまでの成果が華々しいものであっただけに，「制度的適応」の成

否が注目されているということもできよう。

　２．構造改革と制度的適応

　ところで，これらの「制度的適応」は，現在進行中の「構造改革」，すなわ

ち，政府の監督規制の強化や会計制度，破産法などの法制度の改善などの公

式的制度・ルールの改変によって達成できるのであろうか。これらの形式的

改革が現実のゲームのルールとして定着するのかどうか，また，それが既存

の非公式的制度に比べて情報の取引費用を最小化するのかどうかは，全くの

ところ，自明ではない。

　現在のところ，東アジア新興市場の制度的適応のための努力は，�グロー

バル化への対応と，�国内制度システムの改革に向けられているようだ。こ

の二つは実は同じ目標であるといってよい。その一つの例が，国内資本市場

の自由化だ。アジア経済危機が資本勘定の拙速な自由化から始まったことを

思えば，資本逃避の後も国内資本市場自由化に取り組むのは矛盾しているよ

うに思われるかもしれない。けれども，危機の引き金となったのは借款（ロー

ン），とくに短期のそれであり，ここでいう資本自由化は借款ではなく，直接

投資を目標にしている。ねらいは，内外投資家の信認回復，国内市場への外

資参入規制緩和であり，資金と技術の導入によって国内システムの強化を図
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るものである。その，もっとも積極的な推進者は韓国だ。

　危機前の自由化とは対照的に，危機後の自由化においては，金融グローバ

ル化にともなうリスクを小さくするためのいくつかの規制措置も並行して導

入された。銀行監督・情報開示・金融基準・適正資本量に関する必要基準の

強化や債権分類・貸し倒れ引当・未払い利子に関する規準強化がそれである。

他方で，貿易面でも自由化のトレンドを逆転させるような対応は（タイなど）

一部を除いてみられなかった。すなわち，国際収支危機に際して保護貿易主

義に走ることはなかった。

　もともと，アジア経済危機の前奏曲ともいうべき輸出不振は必ずしも東ア

ジアの輸出の価格競争力低下によるものではなかった（高阪［����］，������

����［����］など）。危機前年に輸出は軒並みマイナスあるいはゼロ成長になっ

たが，これは半導体関連の国際価格崩壊や輸出市場の需要低迷によるもので

あった。危機後の大幅な名目および実質為替レート減価にもかかわらず，輸

出回復がみられなかったのも，同様に，東アジアの価格競争力ではなく，世

界経済の需要（所得）要因が輸出動向を左右していたからだ。

　とはいえ，こうした循環的要因のほかに，貿易・投資の両面において，（中

国を除いて）東アジアの卓越した競争力が脅かされるようになってきている

のも新しい現実だ。アジア����の輸出の市場シェアは����年代半ばから減少

しはじめていた。東アジアへの直接投資もまた，����年代には，���比率で

頭打ちとなり，世界シェアも縮小傾向にある。対照的に，ラテンアメリカが

顕著に開放度を高めている。このように，����年代については，東アジアが

開放化の点で相対的に遅れをとったことは否めないようだ。この事実もまた，

危機後の開放化への政策転換を促した要因の一つかもしれない。

　東アジア危機国の金融部門のシステム崩壊が同地域の銀行・企業間および

民間企業・政府間の関係見直しを迫ったといわれる。それは，直接には危機

の波及を受けなかった中国にも強い影響を与えた。その結果，銀行監督・規

制に関する法制，金融・産業部門間の構造，および企業と銀行のガバナンス

に根本的な変更が加えられつつある。
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　危機によって金融部門の構造は大きく変化した。多数の金融機関が閉鎖・

整理・統合され，国による救済の過程で所有の構造も大きく変わった。すな

わち，一時的にしろ，結果的に国有化が進んだ。他方，企業破産，株主・債

権者保護などに関する新たな法制が施行され，企業・銀行のガバナンスに大

きな変化が起こるのは時間の問題と考える向きもある。気の早いところでは，

これら政策当局の構造改革への努力が内外投資家の信認回復を促し，それが

����年以来の力強い景気回復で報いられたとしている。

　けれども，産業組織の再生はまだ始まったばかりであり，それが現実化す

るとしても，それには時間がかかるだろうし，ほんとうに現実化するのかど

うかも明らかではない。むしろ，景気回復自体が改革の動機を失わせ，制度

改革自体が中途半端なままに終わる可能性すらある。銀行と企業の不良債権

処理が進んでいないのが最大の問題だ�。

　　第３節　危機が拡大した「公共部門」の新たな役割

　いわゆる「ワシントン・コンセンサス」�に代表されるように，市場メカニ

ズムを抑制するような政府介入が疑問視される最近の傾向にもかかわらず，

経済危機が逆に政府の役割を拡大しているのは皮肉なことに思われる。実際，

危機後のマクロ経済調整は財政の出動を不可避にしたし，金融・企業部門の

システム危機に際しては公式の保証のあるなしにかかわらず，民間債務の多

くが財政によって肩代わりされることとなった。それらは少なくとも結果的

に政府の「状態条件付き債務」（�����������	�
��	�����）と化した。

　けれども，危機の後始末ともいうべき，いわば後ろ向きの政府の役割のみ

が大きくなったのではない。むしろ，政府にとって深刻な問題は，後ろ向き

の役割によって利用可能な資源が制約されるにもかかわらず，前向きの，将

来ますます必要となるような用途に対する資源ニーズが政府の肩に重くのし

かかってきていることである。この節では，これらの課題を論じる。
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　１．公共部門負担の拡大

　まず，危機によって財政赤字が拡大した（図２）。景気後退による税収減が

原因の一つだ。公共部門の対外債務が存在する場合は，為替減価による返済

負担増が支出を拡大した。さらに，景気後退が深刻化して，政府は国内需要

を支えるために財政支出拡大を図った。この結果，危機国の財政収支は赤字

に転落した。むろん，循環要因による赤字は景気回復とともに減少するだろ

うが，公的債務は後に残る。

　次に，金融部門救済その他の条件付き債務もまた政府の新たな負担増の原

因となった。政府は市場介入によって預金者や投資家の保護を図ったからだ。

公的債務の対���比率は危機以前の数倍にものぼったが，資本注入がその太

宗を占める。これらの条件付き債務が将来にわたってどの程度の規模になる

のかは資本注入スキームと債権回収の成果に依存して決まる。さらに，国有

化した資産，銀行をいつ，どのように民間に売却するのかもまた将来の政府

の負担を左右する。状態条件付き債務は金融機関への非公式保証だけではな

い。ひところ流行った，いわゆる「民活インフラ」，すなわち発電所，道路と

いった公共プロジェクトに対する政府保証もまた公共部門債務と化した。

　当然のこととして，これらの債務累積は金利負担の増加につながる。実際，

危機国各国の財政に占める金利負担は歳入の��～��％にのぼっており（図３），

インドネシアやフィリピンでは同負担は近い将来に歳入の過半を占めるので

はないかと懸念されている。各国は，教育・衛生といった社会政策的支出，

および公務員賃金を抑制することによって全体としての歳出抑制を図ってい

るが，社会安全ネットの強化自体が求められている状態では単に支出額の抑

制を図るだけでは対応できないことは目にみえている。

　財政収支に関するかぎり，これまで東アジア各国は比較的健全な財政運営

をしてきたため，危機前の公的債務は小さかった。このため，危機による債

務累積といっても，「伝統的な危機国」とでもいうべきラテンアメリカの数カ
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国に比べれば十分コントロール可能な程度のものといって差し支えない。と

はいえ，簡単な債務動学が教えるように，現状の債務水準を拡大させないた

めには，各国は「基礎的収支」（����������	�
��）を改善する必要がある。一

般に，財政収支は，反循環的裁量政策およびビルトイン・スタビライザーが

働くことによって好況期には黒字化し，不況期には赤字化する傾向がある。

　ここで，基礎的収支とは，総合収支から利払いを除いたものである。

いま，���債務額，������，����基礎的収支赤字，����実質金利，とすると，

債務動学方程式は，

　　�����（����）＝（�����）�（���）＋（��－�������）

のように書ける�。ただし，�������＝����：変数���の増加率。すなわち，債

務水準の���比率を一定にする（左辺＝０）ためには，基礎的赤字（��）分

だけ，所得成長率（��������）が実質金利を上回らなければならない。東アジ

ア危機国の現在の基礎的赤字（�����）は���～���％と推計され（図２参照），

長期実質金利が５％程度であれば，所得成長率が基礎的赤字分だけ実質金利

を上回るか，そうでなければその分だけ基礎的赤字を削減しないかぎり，債

務水準の上昇を抑えることができないのである。

　２．公共部門の新たな役割

　これまでの東アジア各国は，財政収支が均衡に近かっただけではなく，所

得水準からみて，財政規模そのもの，公共部門自体の規模そのものが小さ

かった。このことは政府支出規模を所得水準との関係でみれば明らかである

（���������	
［����］）。

　けれども，グローバル化，市場経済化，そして経済発展それ自体が「小さ

な政府」の現状を揺るがせてきている。第１に，「社会的安全網」（����������	
��

���）に対するニーズの高まりである。危機対策としての公共的雇用計画，農

村開発計画，社会保障基金，所得保障メカニズムは激化する市場競争から労

働者を守るための社会的安全網として定着しつつある。第２に，知識経済化，

��



技術進歩の加速化への対応としての教育支出の拡大と教育投資の高度化だ。

そして，第３は，グローバル化，国際競争激化に対応すべく，産業インフラ

の強化だ。交通，輸送，通信，都市インフラにおける基盤強化の必要性が叫

ばれている。

　東アジアの経済発展そのものが新たな公共サービスのニーズを作り出して

いる。具体的には，所得上昇，都市化，教育水準の高まり，高齢化などの進

展がその原因だ。環境保全は一種の「奢侈財」であり，それに対するニーズ

は一般的に所得弾力性が高い。大気汚染，水質汚濁などへの関心の高まりは，

これまで低位にとどまった環境関連支出を増大させるだろう。年金・健康保

険・失業保険・社会扶助など，社会保障関連支出も高齢化，都市化の進展と

ともに拡大することは確実だ。

　複数政党制，政治的自由化，政治的意思決定に関する透明性の要求など，
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教育水準の高まりと，情報化の進展は否応なく政治システムの革新を迫って

いる。実際，����年代には東アジアの多くの国で政治体制のシフトがみられ

た。この動きは，インターネットなど通信技術の発達や新聞・雑誌，テレビ

などマスメディアの成長による「情報化」の進展とほぼパラレルである。

　このような現実の進展に対して，公共部門は適切な対応ができているだろ

うか。世界銀行は，格付け機関・国際機関・���などの認識をサーベイする

ことによって，公共部門のガバナンスを，�政治的自由および意思決定の透

明性，�政治的不安定性および暴力，�政府の効率性，�規制，�法的ルー

ル，�腐敗，の六つの指標にまとめている。ガバナンスの程度を数量化する

ことは一般的に困難であるが，結果は国際比較してみると，それなりに妥当

なもののようにみえる�。とりわけ，興味深いのは，「ガバナンス」に現れた「制

度の質」が発展の水準（１人当たり所得）と強い相関を示している点である。

また，「制度の質」に大きな差はなく，それは基本的に発展段階（所得水準）

と対応していること，さらに，「制度の質」にみられる若干の差が経済成果と

なんらかの相関がありそうな点も興味深い�。そこで，次節では，経済発展と

制度変化の関係について若干考察を試みる。

　　第４節　「構造改革」は制度変革を促すか

　���などの国際金融機関は，対象加盟国に対して，合意された経済政策の

実行を条件として融資を実行するが，その際の条件を「コンディショナリ

ティ」という。本来，コンディショナリティは対象国の国家主権に抵触する

ことを意図しているわけではないが，���が融資の担保として課すコンディ

ショナリティは加盟国への制約となる場合がある。実際，���内の改革案で

は，コンディショナリティの範囲や詳細さを見直すことによって加盟国の主

体性を強化する方向に進みつつある（���［����］）。

　批判的見方では，コンディショナリティは融資を梃子に加盟国の望まない

��



改革実行を誘導し，国家の主体性を制限する。その結果，加盟国はコンディ

ショナリティを負担とみなし，それが重いほど，同当局の不満は募り，政策

実行をサボタージュする。またコンディショナリティの範囲が広いほど，過

重な負担によって政策実行がおざなりになり，また実行能力を超えてしまう

というのである�。とくに，最近では，いわゆる「構造コンディショナリティ」

が増加，必ずしも明確に定義されていない構造改革プログラムが「趣意書」

（�����������	��	�）に盛り込まれ，特定分野の改革成果に注目し，その詳細な

ステップにまで踏み込むため，主権に抵触し，加盟国の自由度を奪う可能性

が懸念されている。

　���も，構造コンディショナリティが融資の担保という以上の要求を課し

ていることを認識しており，最近ではコンディショナリティの適用範囲を，

為替レート，金融，財政とそれにかかわる構造改革に限定しようとしている。

ここに来てようやく���も「構造改革プログラム」の限界に気づいたようだ。

　もっとも，ここで問題にしたいのは，主権の侵害があるかどうか，または，

加盟国の主体性が失われて改革の意欲が低下し，改革プログラムの有効性が

低下するのではないか，といった点ではない。そうではなく，「構造コンディ

ショナリティ」にリストアップされている構造改革プログラムが決して構造

的な問題解決にならないのではないかという点にある。言い換えれば，それ

は，構造改革プログラムが皮相的な改革に終始しており，企業部門や金融部

門，はたまた公共部門の改革に必要な規律づけのためのインセンティブ・シ

ステム＝「制度」の改革には役立っていないのではないかということなので

ある。

　１．制度変化のメカニズム

　「制度は，公式の規則，非公式の制約――行動規範，伝統，自己拘束的な行

動倫理――およびその強制履行メカニズムから成り立つ」（�����［����］）と

いわれる。たとえば，企業のガバナンスを司る公式の制度としては，取締役
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会・株主総会などの機構や会社法・破産法などの企業関連の法制があるが，

それ以外に，競争規制などの市場制度，労働市場にかかわる制度，資本市場

にかかわる制度，法制度一般なども広い意味での企業ガバナンスを形成し，

企業行動を規定している。

　さらにいえば，企業と政府の関係そのものが個別経済の発展の歴史のなか

で企業行動を特徴づけている。もともと，上に述べたような企業ガバナンス

にかかわる公式の制度自体が経済発展や工業化のプロセスのなかで歴史的に

形成されてきた。株式会社化による近代的大企業の起源が，企業家の内部資

源の限界，血縁地縁などのネットワーク社会の限界を打破する工夫であった

ことを想起すればよい。前者は，たとえば株式の公開という形で外部の投資

家の資金＝資源を利用する工夫であり，後者はそれら投資家の権利を国家が

法律的に保護し，投資家から企業家への効率的な資源移転を促進する工夫に

ほかならない。そこで重要な点は，契約履行の強制と，それに違反した場合

の法的制裁を国家（政府）が担うという形で，近代以前とは格段に国家の市

場補完的役割が大きくなっているということだ。

　国家と企業の関係は，とくに発展途上国の場合，なかでも介入主義的ある

いは開発主義的な国民経済では，より密接であり，より深く個別国家の政治

経済社会構造に根を張り，分配構造にかかわっている。たとえば，韓国にお

ける危機後の企業改革は，その家族経営型コングロマリット企業集団である

「チェボル」（財閥）の改革再編が柱となっている。

　����年代後半から����年代にかけての韓国の工業化と高度成長を支えてき

たのは，金融システムを梃子とし，チェボル系企業を工業化の主体として産

業政策を遂行した権威主義的開発独裁型政権であった。����年代にはいると，

経済面での自由化と政治面での民主化が進行するなかで，チェボルが自律性

を拡大し，一方，政府は金融システムに対するコントロールを維持する形で

高度成長時代の政府・企業関係は変質を始める。そして，����年の経済危機

は，����年代初めから開始された全面的な金融資本市場自由化によって，

チェボルが自立し，政府が民間部門に対する裁量的コントロールをほぼ失っ
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たにもかかわらず，寡占的な市場構造のなかでチェボル系企業組織を規律づ

ける代替的な制度ルールが用意されていなかったところで起こったとみるこ

とができるのである（����������［����］）。

　韓国はいま，構造調整プログラムの一環として企業改革に取り組んでいる。

その主要な柱は上に述べたチェボル系企業の組織改革である。一般に発展途

上国における大企業は雇用・産出両面においてその比重がきわめて大きく，

その動向は経済全体の動向を左右する。実際，韓国も例外ではなく，この点

は，一連のチェボル系企業の無謀な海外投資による倒産が連鎖的不安を引き

起こして経済危機に至った状況をみれば明らかであろう。厄介なことは，企

業が大規模で政治経済学的な力が強いほど，それを支えてきた制度の変革に

は消極的であるか，むしろ強く変革に抵抗する傾向があることだ。財務情報

の公開によって透明性が高められ，破産法の整備など投資家の権利が保護さ

れることによって経営規律が改善されることは間違いないであろう。しかし

ながら，参入には大きな埋没費用が必要であり，また，技術的にも規模の経

済性があるとすれば，歴史的に培われたストックとしての既存大企業の既得

権益を覆すほどの企業組織改革が数年で達成される可能性は小さいとみるべ

きであろう。

　「構造調整」プログラムの一環として進められている現在の制度改革は，政

府による規制と監督の強化，そして，会計基準，破産法など法制度などの公

式の制度・ルールの改革からなる。これらの公式制度改革が実際に履行され，

遵守されるかどうか，さらに，それが既往の制度に比べて取引コスト・情報

コストを低下させるかどうかは決して自明ではない。なぜなら，一般的にい

えば，制度は歴史的初期条件から内生的に形作られるものであり，外生的に

予めデザインされた法律や機構が「制度化」，すなわち，社会や国民国家のな

かで自己拘束的なルールとして期待されたとおりに受け入れられる可能性は

きわめて小さく，さらにまた，仮に制度化されうるとしても，それには長い

時間の経過を要するであろうからである（青木［����］）。
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　２．本末転倒のメルツァー提案

　���の構造調整アプローチに対する批判にもとづく改革案のなかには，現

行のコンディショナリティを廃止し，正しい政策環境を有する加盟国だけに

融資を行うという資格基準に置き換えてはどうかという「メルツァー提案」

（������������	
��������	
����������
��������	
���������［����］）がある。つま

り，よい政策はよいガバナンスから生まれるから，よい政策をとる加盟国だ

けに融資を行うというルールを明確にすることによって，よいガバナンスを

すべく国際的規律づけを制度化するという発想である。

　よいガバナンスをすれば融資を受けられるとなれば，各国は「襟を正す」

であろうか。残念ながら答えは「ノー」であろう。この点は，途上国と国際

資本市場の関係，すなわち，なぜ大半の途上国は国際資本市場にアクセスを

もっていないのかを考えれば明らかだ。一般的にいえば，よい政策をとり，

よい経済パフォーマンスを示す途上国は外資流入を享受している。これに対

して，大半の途上国は，よい政策，よいガバナンスを実現することができず

（あるいは，そうするインセンティブを十分にもっていないために），国際民間資

本市場は手の届かないところにある。だからこそ，これらの途上国は公的資

本フローに依存しているのである。

　もっとも，このような公的資本フローへの依存が各国の自立のインセン

ティブを弱めているという批判にも聞くべきポイントがあることは否定でき

ない。また，援助がしばしば現政権の私腹をこやしているだけだという報告

が引きもきらないのも事実だろう。これまでの多国間また二国間の融資や援

助の効率性に見直すべき余地があることも事実である。けれども，開発戦略

という観点からみると，何がよいガバナンスをもたらすのか，どうすればよ

いガバナンス，よい政策選択を実現できるのかこそが重要な課題なのである。

現状で，よい政策をとっていないから，よいガバナンスをしていないから，

といって，支援を取りやめたところで，事態は悪化こそすれ，改善しない。
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また，短兵急な成果基準では，ガバナンスの改善につながるような制度変化

を推進できるかどうかは，はなはだ心許ないところだ。

　すでにみたように，ガバナンスとそれをもたらすと考えられる制度の質と

経済発展水準はプラスの相関が強いようである。この循環論的事実から，制

度という切り口から経済発展に資するような何らかの政策含意を引き出すこ

とは現段階では難しい�。

　　おわりに

　アジア経済危機が東アジアにとって大きな制度変化の契機となるであろう

ことはおそらく間違いないであろう。それは，公式・非公式の制度やルール

の変更を迫られているということばかりでなく，グローバル化という世界経

済の新たな外生的現実に対して，ちょうど発展段階からみても一定の成熟度

に達したこれら諸国民国家が新たな持続的経済成長経路をさぐって，それに

ふさわしいファンダメンタルを内生的に作り出すのによい機会でもあるから

だ。その意味で，危機によって経営のあり方，統治するものとされるものと

の社会契約のあり方までもが根本的な変革を迫られている，という観察

（��������	
［����］）は大きく間違ってはいないと思われる。

　「東アジアの奇跡」は，他に類をみない高い資本蓄積率，継続的な教育投資，

そして市場経済に矛盾しない「制度」（������������）の結果であるといわれる。

けれども，持続的成長を回復するためには，今後はいっそうの生産性成長と

それを支えるファンダメンタルの強化が不可欠であるかもしれない。なぜな

ら，これまでのような高い物的資本蓄積や人的投資が持続不可能だからだ。

高い投資率や教育水準が経済成長に結びつくかどうかのカギを握っているの

が「制度」であると考えられる。「奇跡」を支えてきた制度が継続的に高成長

を支える保証はもはやなく，むしろ，それは新しい経済環境からの試練に直

面している。アジア経済危機はその端的な現れであり，それは偶発的なもの
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というよりは，グローバル化という大きな環境変化の波の一部であると考え

るべきものである。このような新しい環境への適応は，東アジアのみならず，

世界各国の「制度」に共通の課題である。東アジアについては，それまでの

成果が華々しいものであっただけに，「制度的適応」の成否が注目されている

のである。

　一般に政府介入は市場メカニズムを抑制するとして忌避される風潮のなか

で，経済危機が逆に政府の役割を拡大したのは皮肉である。危機による景気

後退，金融部門救済，さらには，景気対策としての財政拡大がこれに追い打

ちをかけた。これらの結果として，財政赤字と債務累積が政府の機能を麻痺

させるおそれがある。加えて，政府はまた新たな役割を期待されている。と

いうのも，グローバル化と経済発展それ自体が「小さな政府」の現状を揺る

がせてきているからだ。「社会的安全網」（����������	
���	
）に対するニーズの

高まり，知識経済化，技術進歩の加速化への対応としての教育支出の拡大と

教育投資の高度化，そして，国際競争激化に対応する産業インフラの強化な

ど，内外環境の変化が新たな公共サービスのニーズを作り出している。

　このような制度変革への新たな環境変化に対して，「構造調整アプローチ」

にもとづく「構造改革」は必要な制度改革を促進しているのだろうか。本章

では二つの問題点を指摘した。その一つは危機後の危機管理プロセスにおけ

る安定化政策とのカップリングとしての構造改革プログラムの有効性にかか

わる。もう一つは，本来の長期的な経済発展にかかわる制度改革に関する有

効性だ。

　まず，前者については，基本的戦略に誤りがあり，戦略遂行の方法にも誤

りがあったと思われる。危機に対する���プログラムは，緊急融資，マクロ

調整政策，構造改革の「３点セット」から成るが，なかでも，構造改革は，

金融部門・企業部門の脆弱性という危機の根本原因に取り組まないかぎり，

投資家の信認の回復も，そしてまた，金融危機の再発防止もありえない，と

いう判断から不可欠であるとされた。けれども，包括的な構造改革は，それ

自体が市場の信認を強化するどころか，それを損なった。結果的に，同プロ
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グラムは危機直後の信頼回復に失敗し，緩やかな景気後退があるだろうとい

う予想を上回って，不況は深刻化したのである。

　����年以降，最近の世界景気後退までの「Ｖ字型回復」は構造改革とはほ

とんど無縁のメカニズムで実現した。それは，断固とした国内拡大政策への

転換と米国主導の世界経済の回復による輸出拡大によってもたらされ，その

間，大きな痛手を被った金融部門は機能不全を起こしたままであった。これ

をもって，構造調整アプローチが報いられたと論評するのは手前味噌という

べきであって，むしろ，構造調整アプローチが足を引っ張ったにもかかわら

ず，国内努力と外的要因がうまく重なって予想以上の景気回復を実現するこ

とができたとみるべきだと思われる。

　他方，構造改革は，政治経済的なインセンティブ構造に対する理解なしに

はとうてい，意味のある成果は得られない。そしてその構造は歴史的に形成

されており，よほど大きな外的なインパクトがないかぎり，容易に変化する

ものではない。そこでは，当事者の主体性・動機づけが基本をなすからであ

る。「構造調整」プログラムの一環として進められている現在の制度改革は，

政府による規制と監督の強化，そして，会計基準，破産法など法制度などの

公式の制度・ルールの改革からなる。これらの公式制度改革が実際に履行さ

れ，遵守されるかどうか，さらに，それが既往の制度に比べて取引コスト・

情報コストを低下させるかどうかは先験的に決して明らかではない。一般的

にいえば，制度は歴史的初期条件から内生的に形作られるものであり，多数

で多層的な個別制度が相互補完的に一つのシステムを形成している。した

がって，それらの一部としての，外生的に予めデザインされた法律や機構が

「制度化」，すなわち，社会や国民国家のなかで自己拘束的なルールとして期

待されたとおりに受け入れられる可能性はきわめて小さく，さらにまた，仮

に制度化されうるとしても，それには長い時間の経過を要するであろうから

である。

　制度化に要する時間を短縮し，いわば手っ取り早く，よいガバナンスを実

現する方法はあるだろうか。一つの発想は，よい政策はよいガバナンスから
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生まれるから，よい政策をとる国だけに公的融資を行うというルールを明確

にすることによって，よいガバナンスをすべく国際的規律づけを制度化する

というものだ。しかしながら，大半の途上国は，よい政策，よいガバナンス

を実現することができない（あるいは，そうするインセンティブを十分にもって

いない）から，公的資本フローに依存しているのである。そして，何よりも，

開発戦略という観点からみると，何がよいガバナンスをもたらすのか，どう

すればよいガバナンス，よい政策選択を実現できるのかこそが重要な課題な

のである。現状で，よい政策をとっていないから，よいガバナンスをしてい

ないから，といって，支援を取りやめたところで，事態は悪化こそすれ，改

善はしないであろう。

　結局のところ，短兵急な成果基準では，ガバナンスの改善につながるよう

な制度変化を推進することはできない。「制度」を狭く解釈すれば，破産法な

どの「法制」，投資家保護などの「ルール」，そして会計基準などの「標準」

を明確化・成文化するということになろう。ただ，このような狭義の「制度」

が創設されても，そのうえでゲームを繰り広げるプレイヤーは政治家であり，

官僚であり，企業家であり，さらには労働者や市民である。彼らの「質」や「効

率」，そして何よりも政治的権力の所与の配分状況は各国ごとに歴史的に形

成されており，互いに大きく異なる。広義の「社会契約」は，これらの主体

と主体間の力関係によって，ぼんやりと結ばれていると考えることができる

が，そうであれば，同じような法制・ルール・標準を確立し，それを実行す

ることができたとしても（それも現実には難しそうであるが），結果として生ま

れてくる市場構造や政策選択がパレート最適を実現するようなものになる保

証は一般にはないと考えるのが安全であろう。言い換えれば，「構造改革」は，

決して同じような「制度」を生む（制度の「収束」）ことはなく，あたかも制

度の「ベスト・プラクティス」を性急に追求するような試みは，かえって既

存の制度のバランスを崩し，不安定化するおそれすらなしとしない。
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〔注〕―――――――――――――――

�　その制度の枠は，少なくともこれまでのところ，国民経済であった。そして

制度の構築・維持・管理に当たるのは国民国家の政府であった。市場システム

は無政府の真空状態では成立しえない。個人所有権保護，契約ルール，ルール

違反に対する処罰とその実行などは，国家以外の主体が管理・運営するのは難

しいからだ。

�　グローバル化が進むと，市場メカニズムは国境を越えて機能する。財サービ

スや生産要素は国境を越えて自由に移動することによって人々の機会を均等

化し，資本や技術ストックの乏しい国を豊かな国に追いつかせる原動力になる。

したがって，グローバル化は国民国家の機能を代替し，次第に国民国家の役割

は小さくなる，というわけだ。けれども，実際には財や生産要素の移動性はそ

れほど高くない。また，知識・技術や産業インフラなどのストックの形成も長

い迂回過程を要し，グローバル化が進んでも，不確実性の問題は避けられず，

また，情報の非対称性の問題もなくならない。したがって，グローバル化は競

争要因となることによって，公共財供給の効率性を高めることはあっても，国

民国家（政府）の役割を小さくするかどうかは自明ではない。

　　さらに，グローバル化は，逆に不確実性や情報不全といった市場の失敗を増

幅する可能性がある。グローバル化を推進している技術革新の性格自体が，規

模の経済や集積の利益などの外部性をともなう性質をもつからだ。市場は外部

効果を評価できないから資源配分に失敗する。このような累積効果が途上国の

一部をグローバル化トレンドから疎外すれば，その国民の厚生は低下し，所得

格差はさらに拡大することになろう。グローバル化による，このようなマイナ

スの外部効果を最小化することもまた，国民国家の政府に期待される役割であ

ろう（高阪［����］）。

�　もう一つの見方は，���融資は過剰であり，新興市場における，そもそもモ

ラルハザードによる過剰なリスク負担行動の尻拭いをすることで，将来のモラ

ルハザードを再発させる，という批判だとされる。この見方によれば，危機国

に対する緊急融資は必要なく，事態の収拾を傍観あるいは静観する（�������

�������）のが望ましいとされる（�������［����］）。この見方は，よく知られ

た，ミクロのモラルハザードとマクロの調整コストの間のトレードオフ問題を

ついている。確かに，モラルハザードがあったかどうか，そして，救済融資に

よってそれが再発する可能性が高まるかどうかを実証的に検討することはア

カデミックには重要な作業であるが，危機の現実をみれば，それは政策的には

いかにも教科書的で非現実的な議論であると思われる。

�　ただし，どの程度の流動性供給を行うべきかは，論者によって意見を異にす

るだろう。

�　大量の資本注入にもかかわらず，銀行のバランスシートの改善は思わしくな
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い。債務超過は資産の２％（マレーシア）から��％（インドネシア）に及ぶと

いわれる。企業の債務超過解消もめざましい進展がみられない。他方，政府は

救済で抱え込んだ銀行・企業株式を民間に売却する必要があるが，どの程度，

どういうタイミングで実施するかという難問が待っている。

�　発展途上国の経済改革（＝構造調整）に関し，米国ワシントンの���などの

国際機関や政策エコノミストの間で共有されている政策処方箋として，

����������［����］が命名した。その内容は，�財政規律，�人的資本，イン

フラへの重点的公共支出，�税制改革，�金融自由化，�為替レート制度の現

実化，�貿易自由化，�内外投資の自由化，�民営化，�規制緩和，�所有権

の保障，から成る。������　［����］が，これを総括的批判的に検討している。

�　債務の発行額は，財政赤字に等しいから，利払いを除く財政赤字（＝基礎的

赤字）プラス利払い，すなわち，

　　　　��＝��＋���

　から得られる。

�　東アジアのガバナンスの程度は国際的にみて中間的なものだ。韓国，マレー

シアの評価が高く，インドネシアは低い。中国，フィリピン，タイはその中間

である。つまり，東アジアのガバナンスは，取り立てていうほど高いわけでは

ない。「奇跡」的に高いわけではなく，他方，「取り巻き資本主義」（������

����������）のイメージほど，低いわけでもない。また，指標によって，進ん

でいる部分とそうでない部分がはっきりしているのも面白い。政府の効率性，

規制，法的ルールでは平均以上であるが，政治的自由・透明性，腐敗では平均

を下回る。

�　けれども，考えてみれば，この結果から何かを学び取るのは難しい。これら

はサーベイされた機関の平均的な主観的認識を示しているだけであり，それは

客観的事実でも何でもない。主観的認識は不十分だからこそ，客観的事実を

探っているのであり，本来，主観的認識から客観的事実を探ろうとするのは本

末転倒のそしりを免れない。多数の常識的なイメージを確認したにすぎない。

とはいえ，「制度の質」に大きな差はなく，それは基本的に発展段階（所得水

準）と対応していること，さらに，「制度の質」にみられる若干の差は経済成

果と何らかの相関がありそうなこと，が今後の研究のための，よい出発点を与

えそうである。

�　����年代の米国レーガン政権下で喧伝された，税率を下げると税収が増える

とした「ラッファー・カーブ」にちなんで，あるエコノミスト（����������	）

は「コンディショナリティ・ラッファー・カーブ」と呼んだ（���［����］）。

�　��������	
　［����］は，市場メカニズムの拡大が経済発展を促し，制度が

市場メカニズムを支えることから，市場機能を拡大するような制度変革を実現

するためには何が必要かを論じ，制度作りのための基本的デザインを明らかに

��



しようとしている。
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　第１章　「構造改革」で制度は変化するか　��
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